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令和７年度行政文書開示請求の状況 

 

総 務 課 

 

「大館市情報公開条例」に基づく令和７年度の行政文書開示請求の状況をお知らせ

します。 

令和７年度中の開示請求は 153 件であり、前年度を６件上回りました。 

その主な内容は、「市発注工事に係る金入り設計書」、「建築基準法に基づく位置指定

道路の申請書類」、「理容所および美容所の営業施設一覧表」などについてです。 

これらの開示状況は、文書の全部を開示したものが 83件、個人情報などを除き部分

開示したものが 28件、不開示・文書不存在のものが 41件、取下げが１件となってい

ます。 

今後も、公文書の適正管理と情報公開の推進に努めてまいります。 

 

 

お問い合わせ 総務課行政係 

℡43-7025（内線 557） 
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企業版ふるさと納税をいただきました 

 

企画調整課 

 

本市が定める地域再生計画※１の命を守り育む 暮らしづくり事業※2に基づく「福祉

医療費支給事業」に対して、伊藤忠エネクス株式会社 代表取締役社長 田畑
た ば た

 信
のぶ

幸
ゆき

 

氏から、また「子どもの遊び場管理事業」に対して、株式会社あいホーム 代表取締

役社長 伊藤 謙
けん

 氏から、企業版ふるさと納税※3をいただきました。 

今後も本市では、個人のかたからのふるさと納税のほか、企業版ふるさと納税につ

いても推進していきます。 

○企業名 ・伊藤忠エネクス株式会社 代表取締役社長 田畑
た ば た

 信
のぶ

幸
ゆき

 

（東京都千代田区霞が関三丁目２番５号） ※寄附額は 100万円 

     ・株式会社あいホーム 代表取締役社長 伊藤
い と う

 謙
けん

 

（宮城県富谷市大清水１丁目 31番地６） ※寄附額は非公表 

 

※１ 地域再生計画「大館市まち・ひと・しごと創生推進計画」（令和７年３月 31 日変更認定） 

 

※２ 命を守り育む 暮らしづくり事業 

妊娠・出産・子育て期のライフステージに応じた切れ目ない支援、地域包括ケア体制の充実、

福祉のまちづくりの推進、医療圏拡大を見据えた地域医療体制の強化など、命を守り育むに資

する事業。 

 

※３ 企業版ふるさと納税 

自治体が策定する地域再生計画に登載した事業のためとして企業が寄附した場合、最大で寄附

額の約９割が法人関係税から軽減される制度 

 

お問い合わせ 企画調整課ふるさと納税推進室 

43-7027（内線 572） 
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経済センサス－活動調査にご協力をお願いします 

 

企画調整課 

 

６月１日を基準日として「令和８年経済センサス－活動調査」を実施します。 

この調査は、全国のすべての事業所および企業を対象に５年毎に実施され、経済政

策や雇用政策の立案への活用などを目的としています。 

４月上旬から、国が過去の調査で把握している事業所に対し、事前にインターネッ

トによる回答書類の送付をしているところですが、５月上旬からはインターネット回

答が確認できなかった事業所や国が把握できていなかった事業所を対象に、調査員が

各事業所を訪問しますのでご協力をお願いします。 

調査への回答はインターネットによる回答のほか、紙の調査票を郵送または調査員

に提出する方法によりご回答することができます。なお、今回の調査では、インター

ネット回答を推奨しています。パソコンやスマートフォンに対応しており、24 時間い

つでも回答が可能ですので、ぜひご利用ください。 

 なお、皆さんからご回答いただいたすべての情報は保護され、統計作成の目的以外

に用いられることはありません。 

 

 ※調査員を名乗った不審な訪問者や、不審な電話などがあったときは、下記までお

問い合わせください。 

 

○対  象  全国のすべての事業所および企業 

 ○基 準 日  令和８年６月１日現在 

 ○回答方法  インターネット回答又は調査票（紙）による回答 

〇回答期間  ６月８日（月）まで 

 

お問い合わせ 企画調整課企画調整係 

43-7027（内線 571） 



№4 

ステキな出会い応援します 

 

企画調整課 

 

市民の結婚の希望をかなえ、人口減少に歯止めをかけるとともに、定住促進を図る

ために市民の出会いや結婚を支援する各種事業を行っています。 

詳しくは、企画調整課企画調整係までお問い合わせください。 

 

○あきた結婚支援センター登録料助成事業 

40歳未満の市民があきた結婚支援センターに登録する場合、登録料（１万円）を

市が全額負担します。 

  

○ブライダル資金利子補給助成事業 

ともに 40歳未満の夫婦が結婚資金のために提携金融機関から借り受けた融資に

係る利子を補給します（年 2.5%以内）。 

 

○若年者婚姻支援事業 

あきた結婚支援センターに登録した市民が結婚した時点で、夫婦ともに20歳以上

35歳未満であった場合、婚姻から１年後に引き続き市内に住所を有していれば、10

万円相当の地域限定商品券を贈呈します。 

 

○令和８年度大館市結婚新生活スタートアップ支援事業 

夫婦の年齢がともに40歳未満で、夫婦の合算所得が500万円未満である新婚世帯に

対し、新居の取得費用、賃貸費用、引越費用について助成（※）します。 

※婚姻日における年齢が夫婦ともに29歳以下：上限60万円、30歳以上40歳未満：上限30万円 

※令和８年１月１日から令和９年３月31日に婚姻した夫婦が対象です 

※令和８年度申請分より国や地方公共団体、医療機関や民間事業が実施する講座の受講が申請の条

件に追加されました。 



 

お問い合わせ 企画調整課企画調整係 

 43-7027(内線 571) 
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マイナンバーカードの休日窓口および平日時間外窓口

（予約制）を開設します 

 

市 民 課 

 

開庁時間帯に窓口に来ることができないかたを対象に、マイナンバーカードの休日

窓口および平日時間外窓口を開設します。手続きにはすべて予約が必要です。 

 

○と  き  【平日時間外窓口】 

５月 21 日（木） 午後５時 15 分～７時 

【休日窓口】 

 ５月 23 日（土） 午前８時 30 分～午後１時 

○と こ ろ  市役所本庁舎２階ホール 

○内  容  ①マイナンバーカードの受け取り（はがきが届いたかた） 

        ②マイナンバーカードの申請 

③電子証明書の更新 

○予  約  すべての手続きについて予約が必要です 

       オンラインまたは電話でご予約ください 

〇持 ち 物   交付通知書（はがき）、通知カード、本人確認書類（複数点） 

〇そ の 他  予約枠には限りがあるため、ご希望に添えない場合があります 

 

《マイナンバーカードにはこんなメリットがあります》 

○本人確認の際の身分証明書として･･･顔写真付き公的身分証明書なので、運転免

許証をお持ちでないかたもこれ一枚で本人確認ができます。 

○コンビニなどで各種証明書の取得に･･･住民票、印鑑登録証明書などを休日や時

間外でも全国のコンビニなどで取得できます。 

○健康保険証として･･･マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。デ

ータに基づくより良い医療が受けられる等のメリットがあります。 

 

予約用二次元コード 



 

お問い合わせ 市民課マイナンバーカード担当 

43-7016（内線 360） 
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防犯カメラ設置費補助金をご活用ください 

 

市 民 課 

 

市では、地域における自主的な防犯活動の支援および防犯意識の向上並びに安全・

安心なまちづくりを推進するため、防犯カメラを設置しようとする町内会等に対し、

「大館市防犯カメラ設置費補助金」を交付します。 

この補助金は、防犯カメラを新たに購入、設置し、運用する町内会等に対し、１台

あたり 200,000 円を上限額として購入・設置工事費用の２分の１を補助するものです。 

交付にあたって、対象となる経費および要件等は次のとおりです。 

 

【事前協議受付期間】 

・５月７日（木）～７月 31 日（金） 

 ※先着順ではありません。期間中に事前協議書を提出してください。 

※予算額を超える申請があった場合、調整を行う場合があります。 

 

【補助対象経費】 

 ・防犯カメラの購入および設置工事に要する経費 

・防犯カメラの設置を明示する表示板の購入および設置工事に要する経費 

 

【補助金額】 

・購入・設置工事に係る費用の２分の１（1,000円未満は切り捨て） 

・補助金額の上限：１台あたり 20万円 

・防犯カメラの設置場所 1箇所につき 1回限り 

 

【補助要件】 

  防犯カメラの設置について町内会等の総意を得ていること。 

  防犯カメラを設置する場所の所有者の承諾等を得ていること。 



  防犯カメラの撮影区域に防犯カメラの設置および設置者を表示すること。 

  秋田県防犯カメラの設置および運用に関するガイドラインに基づく防犯カメ

ラの設置・運用要領を定めていること。 

  防犯カメラの設置について大館警察署から助言を受けていること。 

  補助金の交付決定を受けた日の属する会計年度内に補助事業を完了できるこ

と。 

 

 

お問い合わせ 市民課生活相談係 

43-7044（内線 279） 
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固定資産税第１期および軽自動車税の納期限と 

夕暮れ納付相談窓口開設のお知らせ 

 

収 納 課 

 

５月は固定資産税第１期と軽自動車税の納期月です。令和８年度の納税通知書を５

月１日に発送しますので、納期限【６月１日（月）】までの納付をお願いします。 

口座振替による納税をお申込みのかたは、６月１日に口座から引き落としとなりま

す。振替日前日までに口座を確認し、残高不足とならないようお願いします。 

市民サービスセンターでは夕方や土曜日でも納付できます。納付書をお持ちのうえ

ご利用ください。 

○市民サービスセンター（いとく大館ショッピングセンター１階） 43－7088 

月～金曜日 午前９時～午後７時  土曜日 午前９時～午後５時 

※日曜日および祝日を除く 

 

開庁している時間帯に納付や納付相談ができないかたのために、夕暮れ納付相談窓

口を開設します。予約は不要ですが、事前に電話連絡をいただければ、地区担当者が

優先して対応します。市税等の納付も受け付けていますので、納付書をお持ちのうえ

お越しください。 

 

市税の口座振替の申し込みも受け付けます。金融機関により手続き方法に違いがあ

りますので、要予約となります。予約の際、来庁時にお持ちいただくもの（キャッシ

ュカード、通帳など）をご案内します。 

○開設日時  ５月 26 日（火） 午後５時 15 分～７時 

○開設場所  市役所本庁舎１F⑫窓口 収納課収納係 43－7036 

○口座振替に関するお問い合わせ    収納課総務係 43－7035 

また、ただいま口座振替キャンペーンを実施中です。対象市税の口座振替を申し込ま

れたかたに生活応援グッズ・防災グッズをプレゼントしています。この機会にぜひお



申込みください。 

 

お問い合わせ 収納課収納係 

43-7036（内線 211） 



№8 

特別障害者手当、障害児福祉手当を支給しています 

 

福 祉 課 

 

 市では、在宅の重度障害者（障害児）に対して、その障害による経済的な負担を軽

減するため、特別障害者手当・障害児福祉手当を支給しています。 

 詳しい内容や申請方法については、福祉課障害福祉係へお問い合わせください。 

 

【特別障害者手当】 

○対象者 

20歳以上で極めて重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要と 

する在宅のかた（おおむね身体障害者手帳１級、２級、療育手帳 A程度の障害が重複

するかた、あるいは極めて重度な精神障害、内部疾患、難病のかたなど） 

※障害者手帳などの有無は問いませんが、該当する障害の程度が政令で定められています。 

 

○手当の受給ができないかた 

①本人または配偶者、扶養義務者の所得が一定の額以上であるかた 

②病院または診療所に継続して３ヶ月を超えて入院しているかた 

③施設等に入所されているかた 

※短期入所や有料老人ホーム、共同生活援助（グループホーム）など一部支給対象となる施設も 

あります。詳しくはお問い合わせください。 

 

○手当月額  月額 30,450円(令和８年度) 

 

○支給月  ２月、５月、８月、11 月に支給 

 



【障害児福祉手当】 

○対象者 

20歳未満で極めて重度の障害があり、日常生活に常時の介護を必要とする在宅のか 

た 

（おおむね身体障害者手帳１級、２級、療育手帳 A、あるいは極めて重度な精神障

害、内部疾患、難病のかたなど） 

※障害者手帳などの有無は問いませんが、該当する障害の程度が政令で定められています。 

 

○手当の受給ができないかた 

①本人または配偶者、扶養義務者の所得が一定の額以上であるかた 

②施設等に入所されているかた 

※一部支給対象となる施設もあります。詳しくはお問い合わせください。 

③当該障害を支給理由とする年金を受給しているかた 

 

○手当月額  月額 16,560円(令和８年度) 

 

○支給月  ２月、５月、８月、11 月に支給 

 

 

お問い合わせ 福祉課障害福祉係 

 43-7052（内線 351） 
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生活困窮者相談の出張および休日窓口を開設します 

               

福 祉 課 

              

市では、生活困窮者相談の出張および休日窓口を開設します。これは、生活困窮者

自立支援法に基づく相談窓口で、市民を対象に、生活に困っているかたなどの相談を

受け付け、解決に向けてのお手伝いをするものです。 

仕事等の事情や時間・距離の都合で、普段は窓口に来ることができないかたも、ぜ

ひご利用ください。 

  

【出張窓口】 

 比内地域 〇と  き  ５月 14 日（木） 

〇と こ ろ  比内総合支所（２階 応接室） 

 田代地域 〇と  き  ５月 21 日（木） 

〇と こ ろ  田代総合支所（１階 会議室） 

 ※両日とも 午前９時 30 分～正午 

【休日窓口】 ○と  き  ５月 31 日（日） 午前９時～正午 

○と こ ろ  市役所本庁１階 

 

《生活困窮者相談について》 

○対  象  市民 

○受付内容  ・生活に困っている    ・仕事が見つからない 

        ・家賃が払えない     ・住むところがない 

        ・将来が不安       ・病気で働けない 

       ・家族のことで悩んでいる ・社会に出るのが怖い  など 

 

お問い合わせ 福祉課福祉相談係 

43-7017（内線 340） 



№10 

高齢者地域支え合い支援事業を実施します 

 

長 寿 課 

 

市では、町内会が実施する地域の見守り体制の構築と地域のつながりの醸成を

目的として、高齢者との多世代交流を行う町内会行事や高齢者を敬う敬老行事な

どを行う町内会等の取り組みに対し、その経費の一部を助成する「高齢者地域支

え合い支援事業費補助金事業」を実施します。 

 

○対 象 者  市内の町内会等（複数の町内会で構成する団体を含む） 

 

○補助金額  基本額：市内に居住する 77歳以上の高齢者１人につき 1,000円 

       加算額：77歳以上の高齢者（対象高齢者）の人数の区分に応じた額 

        25 人以下の場合       人数に 400円を乗じて得た額 

        26 人以上 50 人以下の場合  20,000円 

        51 人以上 100 人以下の場合  30,000円 

        101 人以上 200 人以下の場合 40,000円 

        201 人以上 300 人以下の場合 50,000円 

        301 人以上の場合      70,000円 

 

○対象期間  ５月～翌年１月に町内会等で実施する高齢者地域支え合い支援 

       事業 

       ※事前に交付申請手続きを行い、交付決定後の事業が対象 

 

    

               お問い合わせ 長寿課高齢者福祉係 

                   43-7056（内線 389） 



№11 

森林経営管理制度の意向調査を行います 

 

林 政 課 

 

森林経営管理制度とは、適切に管理されていない森林について、経営に適したもの

は林業経営者に集積・集約し、経営に適さないものは市が管理を行う制度です。 

市では、所有する森林を今後どのように経営管理していくのか確認するため、対象

となる森林所有者に意向調査票を５月中に郵送しますので、ご協力をお願いします。 

また、意向調査対象区域の森林所有者を対象とした座談会を６月に開催する予定で

す。 

 

○令和８年度 意向調査対象区域 

比内町中野・谷地中区域 

 

○調査内容 

・所有森林の所在や面積の確認 

・現在の管理や手入れの状況 

・今後の経営管理への考え 

 

 

お問い合わせ 林政課森林整備係 

43-7147（内線 418） 



№12 

大館市ウッド・チェンジ推進事業の 

令和７年度の利用状況 

林 政 課 

 

市が実施している大館市ウッド・チェンジ推進事業の令和７年度の利用状況は、 

９件で補助総額が 640,000 円でした。 

この事業は、令和３年４月１日から実施しており、市産材、県産材を一定要件以上

の割合で使用した木造住宅を新築または増改築した場合、建築主に補助金を交付する

ことによって、2050 年までに二酸化炭素実質排出ゼロにする「ゼロカーボンシティ」

の実現と木材産業の活性化に資することを目的とするもので、今年度も引き続き実施

しています。 

 

（参考）大館市ウッド・チェンジ推進事業 

〇対象者 

市内において、延べ床面積が70㎡以上の木造住宅※１を新築または増改築※２した者、かつ、

申請日において市税の未納がないこと 

※１ 木造の専用住宅または店舗・事務所等併用住宅（店舗･事務所等の面積が建物総面

積の 20％を超えるものは除く）をいい、建築基準法第６条第１項第４号に規定する建築

物で、共同住宅や建売住宅等を除き、建築主が居住する個人住宅 

※２ 新しく家を建てること、または増改築することで、既存部分の面積が建物総面積の

20％を超えるもの、模様替えおよび曳き家等を除く 

〇補助対象木造住宅 

補助対象となる木造住宅は次の①、②のいずれか 

①大館市産材使用木造住宅 

木材使用量における大館市産材の使用率が６割以上、かつ、木材使用量が５ 以上の木造

住宅 

②秋田県産材使用木造住宅 

県産材を 1.5  以上使用する木造住宅 



〇補助金額 

（１）大館市産材使用木造住宅  ※外構材は対象外 

構造材、下地材および内装材 補助上限 

大館市産材使用量（ ）×補助単価１万円 15 万円 

 

(２)秋田県産材使用木造住宅  ※外構材は対象外 

 

 

 

 

 

お問い合わせ 林政課木材産業係 

43-7076（内線 423） 

材積 県産集成材 県産乾燥材 補助上限 

1.5  ～3.0  未満 ７万円 ５万円 

10 万円 

3.0  以上 10 万円 ７万円 



№13 

資格取得支援事業の令和７年度利用状況 

 

商 工 課 

 

令和７年度の大館市資格取得支援事業の利用状況は、39 の資格について 196 人で

した。 

主な取得資格は、大型特殊自動車免許、フォークリフト運転技能講習修了、車両

系建設機械運転技能講習修了などです。令和８年度も事業を継続しますので、ご利

用ください。 

 

○令和７年度の利用状況 

・対 象 者  196 人 

(在職者 151 人、求職者 26 人、高校生 17 人、職能短大生 2 人) 

・補 助 額   9,181,000円 

・対象経費  20,706,787円 

・利用資格  39種類 

（上位３資格）大型特殊自動車免許        41 人 

フォークリフト運転技能講習修了 20 人 

車両系建設機械運転技能講習修了 18 人 

        

○制度概要 

仕事に役立つ資格を取得する際の経費を補助します。 

・対 象 者 市内在住かつ 70歳未満の在職者※、求職者、高校生、職能短大生、 

訓練生 

・対象資格 299種類 

・対象経費 資格取得に必ず要する受講料、受験料、登録料など 

・申請期限 在職者・求職者：資格取得日（合否判明日）から６ヶ月以内 

     高校生：自動車学校入校日、技能検定試験日等から６ヶ月以内 



     職能短大生・訓練生：技能検定試験日から６ヶ月以内 

・補 助 率  ２分の１（上限 10万円） 

  ※市内事業所が経費を負担して申請する場合に限り、市外在住の在職者も対象 

 

 

お問い合わせ 商工課商工係 

 43-7071(内線 474) 



№14 

条例適用企業（指定工場）の従業員数調査結果を 

お知らせします 

 

商 工 課 

 

 大館市工場等設置促進条例に基づく指定工場※１の従業員数調査の結果、４月１日

現在の指定工場の従業員数は 5,636 人（71 社・78 事業所）で、前回調査(令和７年

10 月１日現在)から 81 人減少、前々回調査(令和７年４月１日現在)から 51 人減少し

ました。 

また、パート等従業員を含めると 5,879 人で前回調査から 92 人減少、前々回調査

から 56 人減少となりました。 

 

内訳は次のとおりです（従業員数は、前回調査の正社員数比較）。 

・二井田地区工業団地内企業 … 24 事業所 3,450 人 (-36 人) 

・花岡工業団地内企業    …  5 事業所  205 人 (-12 人) 

・新館工業団地内企業    …  4 事業所  129 人  (+ 1 人) 

・田代地域工業団地内企業  …  5 事業所  346 人  (  0 人) 

・釈迦内産業団地内企業   …  6 事業所   58 人 (- 2 人) 

・工業団地外企業      … 34 事業所 1,448 人 (-32 人) 

 

前回の調査以降、㈱大館製作所による本社工場の増設、東光鉄工㈱による本宮工

場の増設が行われ、それぞれ条例適用を受けました。 

今後の動きとしては、秋田比内や株式会社（工場増設）、株式会社 OrderTech（工

場新設）の条例適用が予定されています。 

地域経済の発展に向け、地元企業の成長と企業立地活動を支援してまいります。 

 

※１ 指定工場の要件 

・市内に工場・研究施設等を新増設した場合で、投下固定資産(土地代を除く)が 1,900 万円を超



え、新たに雇用する常用従業員が５人以上(地元企業は３人以上)であるもの 

・市内に工場・研究施設等を新増設した場合で、投下固定資産(土地代を除く)が 10 億円を超え

るもの（中小企業（みなし大企業を除く）が立地する場合にあっては５億円（地元企業が立地

する場合にあっては３億円、本店が市内にある企業もしくは市内に住所を有する個人が立地す

る場合にあっては１億円）を超えるもの） 

・県が誘致認定したもの 

 

 

お問い合わせ 商工課企業集積係 

43-7071 (内線 470) 



№15 
 

大館市融資制度の令和７年度利用実績 

 

商 工 課 

 

市では、中小企業者への資金繰り支援策として、保証料や利子の一部を補給する融

資あっせん制度を設けているほか、小規模事業者経営改善資金について、一部利子補

給を行っています。令和７年度の利用実績は次のとおりでした。 

今後も中小企業者の経営基盤の安定と事業活動の継続を支援していきます。 

 

 

令和７年度利用実績（かっこ内前年度実績） 

◆大館市中小企業融資あっせん制度（通称「マル大」） 

件 数 87件（89件） 

融資額 908,984千円（812,216千円） 

 

◆大館市機械類設備資金融資あっせん制度（通称「大館機械」） 

件 数 ４件（６件） 

融資額 8,680千円（19,881千円） 

 

◆大館市小規模企業融資あっせん制度（通称「マル大小口」） 

件 数 59件（55件） 

融資額 218,660千円（169,728千円） 

 

◆大館市中小企業創業資金融資保証制度（通称「マル大創業」） 

件 数 ６件（５件） 

融資額 32,500千円（13,900千円） 

 

 



◆大館市中小企業スタートアップ創出促進資金融資保証制度 

 (通称「マル大 SSS」) 

 件 数 ０件（１件） 

 融資額 ０千円（3,000千円） 

 

◆小規模事業者経営改善資金（通称「マル経」）に係る利子補給適格認定制度 

件 数 34件（30件） 

融資額 173,500千円（148,900千円） 

 

 

お問い合わせ 商工課商工係 

43-7071(内線 474) 



№16 

あきた県北合同移住交流フェアを開催します 

 

交流推進課 

 

東京駅から徒歩５分の移住・交流情報ガーデンで、本市を含む県北地域の市町村が

合同で移住交流イベントを開催します。 

本市への移住・就職を検討しているかただけではなく、地域の情報を知りたいかた

も、入場・相談無料、予約不要、入退場自由ですので、お気軽にお越しください。 

また、ご家族・お知り合いのかたで、本市への移住・就職などを考えているかたが

おりましたら、お誘い合わせの上、参加をお願いします。 

 

○と  き  ５月 29 日（金） 午後４時 30 分～午後８時 

５月 30 日（土） 午前 10 時～午後４時 

○と こ ろ  移住・交流情報ガーデン（東京都中央区） 

○入 場 料  無料 

○内  容  県北市町村による移住相談会 

○対 象 者  県北地域への移住等をお考えのかた 

 

 

お問い合わせ 交流推進課交流推進係 

43-7149（内線 493） 



№17 

「大館バラまつり シーズン１」を開催します 

 

観 光 課 

 

石田ローズガーデンの約 500 種類のバラが一番の見ごろを迎えるこの時期、「大館

バラまつり シーズン１」を開催します。 

バラまつり開催期間中の金・土曜日は、庭園内をライトアップし幻想的な空間を鑑

賞していただける「ナイトガーデン」を楽しむこともできます。 

また、期間中は、石田ローズカフェが営業するほか、バラの苗木や名物のばら乃餅、

バラのソフトクリームなどバラにちなんだ菓子類も販売されます。 

バラの魅力を堪能し優雅な時間を過ごしに、大館バラまつりへぜひお越しください。 

なお、秋には 10 月 1 日（木）～12 日（月）に「大館バラまつり シーズン２」の開

催を予定しています。 

 

○と  き    ５月 30 日（土）～６月 28 日（日） 

○と こ ろ    石田ローズガーデン（大館市字三ノ丸 10） 

○開園時間    午前９時から午後５時まで 

          ※カフェの営業は 10 時から 

○入 園 料    無 料 

○ナイトガーデン ６月５日（金）～27 日（土）の金・土曜日 

※開園時間を午後８時 30 分まで延長 

○石田ローズカフェ バラまつり開催期間中、無休で営業 

          営業に関する詳細は店舗へお問い合わせください。 

          石田ローズカフェ （電話）0186－59－7672 

 

                                           

お問い合わせ 観光課観光振興係 

43-7072(内線 513) 



№18 

「第 153 回秋田犬保存会本部展」が開催されます 

 

観 光 課 

 

「第 153 回秋田犬保存会本部展」が、桂城公園を会場に開催されます。 

厳正なる秋田犬の審査を直接見学できるほか、今年も本部展をさらに盛り上げるべ

く、様々な催しを企画しており、「秋田犬発祥の地 大館市」を広く楽しくアピールい

たします。 

たくさんの秋田犬をご覧いただきながら、大館ならではの本部展をお楽しみくださ

い。 

なお、当日は会場となる市役所駐車場は大変混み合いますので、石田ローズガーデ

ン駐車場、ほくしか鹿鳴ホール駐車場、長木川河川緑地白鳥広場の各種駐車場や、秋

田犬の里からのシャトルバスなどもご利用ください。 

 

○と   き  ５月３日（日） 午前９時～午後４時 

○と こ ろ  桂城公園、市役所本庁舎 

○内容（予定） ・秋田犬の審査会 

        ・キッチンカーやお土産店（テント）などの出店 

        ・市役所１階（休憩スペース、トイレ）、５階（展望台）開放 

        ・コウライザー、はちくん登場 

        ・本部展会場と秋田犬の里を結ぶレトロシャトルバス運行 

         （１乗車 大人 200円・小人 100円・幼児無料） 

         ※秋田犬の里から乗車すると、豪華景品が当たる抽選会に参加 

できます。 

 

 

お問い合わせ 観光課観光振興係 

43-7072（内線 511） 



№19 

台日軟式野球交流試合および交流会が開催されます 

 

スポーツ振興課 

 

市では、これまで市長自らが台湾を訪れ、トップセールスを通じて本市の魅力を直

接伝えてくるなど、台湾との交流を深める活動を精力的に展開してまいりました。 

この度、その熱意に呼応するように、台湾の歴史ある銘菓店「寶珍香（バオゼンシ

ャン）」を母体とする野球チームが来訪し、市の選抜チームと交流試合を行います。 

当日は、台湾チームの来市を歓迎し、市長が始球式を務めます。 

 

○交流試合日時   ５月９日（土）午前 10：15～ 

○交流試合会場   ニプロハチ公ドーム 

○対    戦   「寶珍香」野球チーム VS 大館市選抜チーム 

○交 流 会 日 時   ５月９日（土）午後６時 

○交 流 会 会 場   北秋くらぶ 

 ※台湾からは、選手の他、家族等も同伴し、総勢 46名で来市予定です。 

 

 

お問い合わせ  

スポーツ振興課スポーツコミッション担当 

43-7134（内線 490） 



№20 

二ツ山総合公園水遊び施設がオープンします 

 

スポーツ振興課 

 

５月 30 日（土）から、二ツ山総合公園水遊び施設の今シーズンの使用を開始しま

す。 

  

 ○使用期間  ５月 30 日（土）～９月 23 日（水） 

○使用時間  午前 10 時から午後４時まで 

 ○注  意  強風等、天候によっては利用できない場合があります。 

        二ツ山総合公園管理棟連絡先 49-4567（ファクス兼用） 

 

 

お問い合わせ 

スポーツ振興課スポーツ振興係 

43-7148（内線 450） 

 



№21 

合併処理浄化槽設置費用の一部を補助します 

 

下水道課 

 

市では、公共下水道事業計画区域と農業集落排水事業の事業採択地区を除いた地域

で合併処理浄化槽を設置するかたに、浄化槽の大きさに応じて設置費用の一部を補助

しています。 

これに加え、令和６年度より新たに単独処理浄化槽またはくみ取り便槽から合併処

理浄化槽へ切替えされるかたを対象に、単独処理浄化槽等の撤去費・宅内配管工事費

の一部を補助しています。 

なお、令和７年度の申請件数は 26 件、補助金の交付額は 15,454 千円でした。 

今年度は 27 件程度を予定しており、交付決定は申請の先着順に行われます。詳し

くは、下水道課生活排水係までお問い合わせください。 

 

○対象となる物件 

公共下水道事業計画区域と農業集落排水事業採択地区を除いた地区の、一般住宅

と併用住宅（住宅兼事務所など） 

○申請受付期限  10 月 30 日（金）まで 

○補助する浄化槽の１基当たりの補助金額 

①浄化槽の設置費用に対する補助 

 ・５人槽 414,000円 

 ・７人槽 474,000円 

・10 人槽 660,000円 

②合併処理浄化槽への転換に対する補助（単独処理浄化槽・くみ取り便槽から合併

処理浄化槽への切替） 

 ・撤去費 単独処理浄化槽 150,000円 

       くみ取り便槽 120,000円 

・宅内配管工事費     330,000円 



〇申請条件 

・補助金の交付申請前や交付決定前に工事に着手した場合は対象となりません 

・令和９年２月末日までに工事が確実に終了できるものに限ります 

 

 

お問い合わせ 下水道課生活排水係 

43-7089（内線 743） 



№22 

大館郷土博物館開館 30 周年記念事業 

「講座 大館の歴史１ 先史時代の大館」を開催します 

 

歴史文化課 

 

今年４月 25 日に郷土博物館が開館 30周年を迎えました。これを記念して講座を開

催します。 

大館市内の遺跡の発掘調査成果をもとに、大館に人が暮らし始めてからの歴史を写

真などを用いてお話しします。 

参加無料で申し込み不要ですので、お気軽にご参加ください。また、参加者のうち

ご希望のかたには、当日の講座終了後に博物館での展示解説も行います。 

※ただし、自力で博物館まで移動可能なかたで、入館料が必要となります。 

 

○と  き  ５月 24 日（日）午後１時～午後３時 

○と こ ろ  中央公民館 第１研修室（桜町南） 

○参 加 料  無料 

○定  員  60 人程度 

 

 

お問い合わせ 歴史文化課埋蔵文化財係 

43-7133（内線 922） 



大館郷土博物館開館 30 周年記念事業 

講座 大館の歴史１ 先史時代の大館 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

萩ノ台Ⅱ遺跡出土ヒスイ                  塚ノ下遺跡出土土偶   小川忠博氏撮影 

 

◆日 時 令和８年５月２４日（日）１３時～ 

◆会 場 大館市立中央公民館 第１研修室（１階） 

       （大館市字桜町南４５－１） 

◆講 師 嶋影 壮憲 

（大館市教育委員会歴史文化課主査） 

◆参加料 無料 直接会場へお越しください 

◆主 催 大館郷土博物館（大館市教育委員会歴史文化課） 
（秋田県大館市釈迦内字獅子ヶ森１番地） 
電話 0186-43-7133 



№2№23 

大館市病院職員採用試験を実施します 

 

総合病院人事課 

 

 市では、次のとおり病院職員採用試験を実施します。 

 病院職員採用試験については、総合病院および扇田病院における欠員補充等のため

に行うものです。 

 

〇試験の区分  診療放射線技師、臨床工学技士、看護師 

 

〇年 齢 要 件  ・診療放射線技師、臨床工学技士：平成３年４月２日以降に生まれ

た者 

        ・看護師：平成８年４月２日以降に生まれた者 

 

〇採用予定数  いずれの試験区分とも若干名 

 

〇試 験 日  ５月 23 日（土）  

 

※詳しくは、大館市立総合病院ホームページをご覧ください。 

 

 

 お問い合わせ 総合病院人事課 

42-5370（内線 5311） 














